
 

 

 

 

 

 

 

 

 

我々には「雪降り前に○○○を済ませておく」という独特の締め切りが 

存在しています。私は、この度『家の片づけ』を決意し、「雪降り前」に 

終わらせようと取り組み始めました。 

 

 

 子どものいる家庭は片付かないものなのでしょうか？ 学習机がリビングにあるせいか、

教科書やら文具やら学校のプリントやらが散乱し、ゲーム機やゲームソフトがテレビの前を

占領し、制服や体操着、ｼﾞｬｰｼﾞや普段着がタンスに入り切らず山積み。さらに､3 人の野球人

にはそれぞれに数多くのアイテムが必要で､ﾕﾆﾌｫｰﾑ､練習着､ﾁｰﾑ T ｼｬﾂ、ｱﾝﾀﾞｰｼｬﾂ､ｽﾄｯｷﾝｸﾞ､ｿｯｸ

ｽ､ﾍﾞﾙﾄ､帽子、ｸﾞﾗｺﾝ､各種手袋､ｱｯﾌﾟｼｭｰｽﾞ､ｽﾊﾟｲｸ､ﾎﾟｼﾞｼｮﾝごとのｸﾞﾛｰﾌﾞ､ﾊﾞｯﾄ 

保護者用 T ｼｬﾂ、帽子、ﾀｵﾙ、応援用ﾒｶﾞﾎﾝ･･･もはや準ゴミ屋敷。 

これまでは週末のほとんどを野球場で過ごしていたため、 

長年見て見ぬフリをしてきましたが、長男の大学進学と 

次男の中学野球引退を機に一念発起しました。 

 

 

近藤麻里恵さんの「人生がときめく片づけの魔法」がベストセラーになっ

たことがありましたね。知人から、長岡に「認定片づけコンサルタント」の

方がいらっしゃると聞き、「なんて素晴らしいタイミング！」と早速セミナー

受講を申し込みました。私は、セミナーで「プロの片づけ技」や「プロの 

収納テクニック」を学ぶ気満々でした。ところが、受講して得たのはそんな

小手先のスキルではなかったのです。まずは、自分の内面と向き合うこと 

が第一歩でした。 

 

 

①理想のくらしを考える･･･これが一番重要！片づけに取り組むにあたり、自分はどんな

生活を望んでいるのか？片づけの目的や意義を明確にします。 

②モノを見極める･･･いらないモノを探すのではなく、ときめく大切なモノを選びます。 

同じｶﾃｺﾞﾘｰのモノは一度に見極めるのがコツ。衣類→本→書類→小物→想い出品の順で。 

③適正量を認識する･･･自分に必要な数を知れば、むやみなストックは不要になります。 

④定位置を決める･･･私たちの自宅のように、モノにも自宅を決めてあげます。 

⑤使ったら元に戻す･･･①～④を一生に一度だけ行い、あとは⑤を繰り返すだけ。 

片づけコンサルタントの北嶋茶子さんに導かれ、私は一生一度の「片づけ祭」に向き合っ

ている最中です。雪降り前には終わらないかもしれませんが、必ずやり遂げます！！ 
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我が家はとにかくモノが多い 

片づけコンサルタントのセミナーを受講 

リバウンドしないための 5つのステップ 

https://www.irasutoya.com/2016/06/blog-post_490.html
https://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_528.html
https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_18.html


 

 

 

２０１９年４月１日から 

年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、有給の日数のうち

年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。

（罰則あり） 

 

 

  例えば次のような人は対象外 

①パートなどで有給が比例付与されている者で当年度１０日未満の人 

  ②繰越分を含めて 10 日以上の人 

 

 

 

 

 ★必ず使用者が取得時季を指定しなければならない、というわけではない。 

（例） 

   ・労働者が自ら５日取得している ・・・ 時季指定は必要なし 

   ・計画的付与で５日取得している ・・・ 時季指定は必要なし 

   ・労働者が自ら３日取得している ・・・ 使用者は２日時季指定する必要あり 

   ・計画付与で３日取得した    ・・・ 使用者は２日時季指定する必要あり 

 

★半日単位で取得させている場合、半日取得でも 0.5 日分カウントしてＯＫ。 

ただし、時間単位有給は対象外。 

★計画的付与にしても、実際に取得していなければアウト。 

★時季指定をする際は、労働者の意見を聞いて、その意見を尊重するように努めなければ 

ならない。 

 

 

 

 

 定められた様式はないが、以下が明らかになっている必要あり。 

①基準日 ②与えた日数 ③取得・指定した時季 

 

★有給管理簿は、今後の労基署の臨検監督で提出を求められる書類となる。 

事業場ごとに作成及び保管の必要があり、「本社で保管」は法違反。 

また、管理簿は紙媒体でなくても電子データでの保管でもＯＫだが、すぐに印刷できる 

状態にしておくこと。 

 

 

 

 

来年 4月から義務化 有給５日取得 

 

最新情報 

１．対象者・・・年休が当年度１０日以上付与される労働者 

２．労働者ごとに、年休を付与した日（基準日）から１年以内に５日について、 

使用者が取得時季を指定して与える 

３．労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存 

https://4.bp.blogspot.com/-XXQUuy808Vo/WsiSN97TxpI/AAAAAAABLK0/sFBG3IzSZUIDWf2ok4vPqJs-GeQKMfFVwCLcBGAs/s800/yuukyuu_smile_man.png
https://4.bp.blogspot.com/-TNgb7oYNICw/U82z5rr3p3I/AAAAAAAAjOU/cmPTrCrMy7s/s800/job_kokuseichousa.png


 

年 次 有 給 休 暇 管 理 表 

 

部門名：                         氏名：               
 

入 社 年 月 日 

（起 算 日） 

有 効 期 間   年  月  日から   年  月  日まで 

前年度繰越分 日 
合 

計 
日 

年  月  日 

(    年 月 日) 

今年度法定付与分 日 

今年度会社付与分 日 

 

年次有給休暇取得年月日 使用日数 
残日数 

時間 

有給残 

申請 

月日 
確認印 

自  年・月・日～至  年・月・日 日数 時間 

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 ・  ・  ~  ・  ・      ／  

 

※エクセルデータが欲しい方は、ご連絡ください。 

  

（参考） 



 

 

 

労働政策研究・研修機構（JILPT）から、「企業における福利厚生施策の実態に関する調

査」の結果が公表されています。 

★会社の福利厚生制度への満足度  
 

 

 

 

 

 

 

★会社が今後充実させたいと考える施策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★従業員にとって必要性が高いと思う制度・施策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

従業員が特に望む福利厚生とは？ 

 

 

トピックス 

≪従業員が会社の福利厚生制度に満足しているかどうか≫ 

どちらともいえない 49.4% 

満足 ＋ やや満足 24.4% 

やや不満足 ＋ 不満足 23.9% 

と、「どちらともいえない」が半数近くを占めました。 

男女別では大きな差は見られませんでした。 

≪施策のある・なしに関わらず、今後「充実させたい（施策の新設・拡充含む）」施策≫ 

メンタルヘルス相談 12.4% 

治療と仕事の両立支援策 11.5％ 

人間ドッグ受診の補助 10.7% 

社内での自己啓発プログラム 10.7% 

ノー残業デー等の設置 10.4% 

社員旅行の実施・補助 10.3% 

社外の自己啓発サービスの提供・経費補助 10.1% 

 

≪従業員が、勤務先での制度・施策のある・なしに関わらず、自分にとって「特に必要性が

高いと思うもの」（複数回答）≫ 

人間ドック受診の補助 21.8% 

慶弔休暇制度 20.0% 

家賃補助や住宅手当の支給 18.7％ 

病気休暇制度（有給以外） 18.5％ 

病気休職制度 18.5% 

リフレッシュ休暇制度 16.1% 

有給休暇の日数の上乗せ（GW、夏期特別休暇など） 15.2％ 

主に健康管理や休暇制度に関するものが多くありました。 

その他、10%以上の回答があった項目は、 

治療と仕事の両立支援策 14.8% 

法定を上回る育児休業・短時間制度 13% 

など「両立支援」「労働時間」に関連するものが多く挙がっています。 



 

 

 

 

映画化された作品。 

瓜生新兵衛は藩の不正を訴え出たために藩を追われた。しかし 18 年後、

故郷に戻ってきた。自分に連れ添い短い生涯を終えた妻の最期の願いを 

叶えるために。 

故郷では、甥の坂下藤吾が、父の自害で失った家禄を取り戻そうと出世

のために励んでいた。また、水面下で藩の勢力争いが渦巻き、かつての友

で因縁の深い榊原采女は今後の鍵を握る人物となっていた。 

暗躍する黒幕の動きや自害や殺害の謎が深まる一方で、若者の初々しい恋や成長も描かれ、

嫌味な老婆もインパクト抜群で一気に読ませます。文中「散る椿は残る椿があると思えばこそ

見事に散っていけるのだ」というセリフが心に突き刺さりました。 

 

 

短歌で有名な方の講演会に、お誘いの声がかかりました。 

正直「短歌」にはあまり興味がなかったのですが、わざわざ聴講券を届けて

下さったので参加してみました。 

講師は、横浜市内で教員をしながら歌人活動をしている「ちばさと先生」。 

大学院生のときに、短歌研究新人賞を受賞。3 年後に教員採用試験を受け中学校の教師に。 

新人研修で「中学校で働くのって大変ですかね？」と聞くと、「生意気な生徒たちから死ね死ね

と言われる程度ですよ」と言われた。だが、実際に待っていたのは「キモイ」攻撃。授業中に

は「キモい」の連呼、廊下で会えば｢キモっ！｣、掲示板にも「キモい」とペンで書かれる。 

声が出にくくなり、頭痛や腹痛に悩まされ、教員を辞めようと

決意する･･･。 

先生の苦悩と奮闘、夢と歌声で圧倒されっぱなしの講演でした。 

すっかりファンになり、著書を購入。リアルな学校生活を 

つづった短歌エッセイを号泣しつつ読みました。 

たまには自分の知らない世界を覗いてみるのも、イイですね。 

 

 

 

事務所の日差しがあたる窓際にさぶろくのベッドがあります。

本気寝する時に移動するようです。寝顔に癒されますが、 

ついついちょっかいを出したくなってしまいます。 

 

 最近、寒くなってきたせいか 

夜中、布団にもぐりこんでくることが 

あります。 

腕の中で眠るさぶろくが可愛くて 

よく眠れません（笑）。 

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー 

書籍     散り椿  葉室 麟 

今月のさぶろく  （せきね事務所の看板ねこ：生後 2年 2ヵ月） 

書籍   飛び跳ねる教室・今日の放課後、短歌部へ！ 千葉 聡           

https://blog-imgs-36-origin.fc2.com/i/k/u/ikuseishajishukan/20101125220544b57.jpg

